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平成２９年第３回上富田町議会定例会会議録 

（第３日） 

○開会期日  平成２９年９月２０日午前９時２９分 

───────────────────────────────────────── 

○会議の場所  上富田町議会議事堂 

───────────────────────────────────────── 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１２名） 

      １番  松 井 孝 恵        ２番  谷 端   清 

      ３番  樫 木 正 行        ４番  山 本 明 生 

      ５番  九 鬼 裕見子        ６番  大 石 哲 雄 

      ７番  畑 山   豊        ８番  奥 田   誠 

      ９番  沖 田 公 子       １０番  榎 本   敏 

     １１番  木 本 眞 次       １２番  吉 田 盛 彦 

───────────────────────────────────────── 

 欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────── 

○出席した事務局職員は次のとおり 

事 務 局 長  森 岡 真 輝   局 長 補 佐  樫 山 裕 子 

───────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による出席者は次のとおり 

町 長 小 出 隆 道  副 町 長 山 本 敏 章 

教 育 長 梅 本 昭二三  会 計 管 理 者 水 口 和 洋 

総務政策課長 福 田 睦 巳  総 務 政 策 課 

企 画 員 
中 松 秀 夫 

総 務 政 策 課 

企 画 員 
平 尾 好 孝  総 務 政 策 課 

企 画 員 
樫 原 基 史 

住民生活課長 原   宗 男  住 民 生 活 課 

企 画 員 
栗 田 信 孝 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
十 河 貴 子  住 民 生 活 課 

企 画 員 
木 村 陽 子 

住 民 生 活 課 

企 画 員 
宮 本 真 里  産業建設課長 菅 谷 雄 二 

産 業 建 設 課 

企 画 員 
川 口 孝 志  税 務 課 長 橋 本 秀 行 
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上下水道課長 三 栖 啓 功  教 育 委 員 会 

総 務 課 長 
家 髙 英 宏 

教 育 委 員 会 

生涯学習課長 
新 堀 浩 士    

 

───────────────────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 議案第５７号 和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更 

               及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について 

  日程第 ２ 議案第５８号 上富田町中小企業・小規模企業振興基本条例 

  日程第 ３ 議案第５９号 平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第２号） 

  日程第 ４ 議案第６０号 平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１ 

               号） 

  日程第 ５ 議案第６１号 平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第１号） 

  日程第 ６ 議案第６２号 工事請負契約の締結について（平成２９年度 第２－１ 

               号 公共下水道事業 生馬下水道管（８工区）布設工事 

               （補助）） 

  日程第 ７ 議案第６３号 物品購入契約の締結について（平成２９年度 学校給食 

               施設整備事業 上富田町学校給食センター備品（食器  

               類）） 

  日程第 ８ 議案第６４号 物品購入契約の締結について（平成２９年度 学校給食 

               施設整備事業 上富田町学校給食センター備品（食缶  

               類）） 

  日程第 ９ 議案第６５号 土地取得について 

  日程第１０ 発議第 １号 上富田町議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

  日程第１１ 意見書第２号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案） 

  日程第１２ 議員派遣の件について 

  日程第１３ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 
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△開  会  午前９時２９分 

○議長（山本明生） 

  皆さん、おはようございます。本日もご苦労さまです。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  本日もクールビズ対応で、上着をとっていただいて結構です。 

  各議案の賛否の際、原則として起立でありますが、樫木議員と畑山議員より挙手の申

し出がありますので、これを許可します。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第３回上富田町議会定例会第

３日目を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 議案第５７号～日程第９ 議案第６５号 

○議長（山本明生） 

  この際、日程第１ 議案第５７号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務

の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についての件から日程第９ 議案第

６５号、土地取得についての件まで９件を一括議題とします。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１ 議案第５７号 

○議長（山本明生） 

  日程第１ 議案第５７号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及

び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についての件についての質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 
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  これより議案第５７号、和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び

和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についての件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

（｢議長、ここ何か入っとるやろ」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前 ９時３２分 

───────────── 

再開 午前 ９時３４分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第２ 議案第５８号 

○議長（山本明生） 

  日程第２ 議案第５８号、上富田町中小企業・小規模企業振興基本条例の件について

質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 
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  これより議案第５８号、上富田町中小企業・小規模企業振興基本条例の件を採決しま

す。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第３ 議案第５９号 

○議長（山本明生） 

  日程第３ 議案第５９号、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第２号）の件に

ついての質疑を行います。 

  一括でお願いします。質疑ありませんか。 

  木本君。 

○１１番（木本眞次） 

  一括なんで、何点かあるんですけれども、まず、１５ページのドローン購入、大変い

いんですけれども、どのぐらいの程度の―性能ですね、３０万のやつもあるし、１０

０万のやつもあると聞いておるんですけれども、４０万円が妥当な金額だと思いますけ

れども、どういう程度のものかというのを教えてほしいのと、１７ページに委託料の中

で木質バイオマスエネルギー導入計画策定委託料、この委託料というのがちょっとわか

りにくいんですけれども、例えば木質バイオマスは業者がやると思うんです。それの委

託料を町でせんなんのかなということなんです。その辺、ちょっと教えていただきたい

のと、１９ページで観光看板の設置なんですけれども、どういう看板をどこへするのか

ということをお教え願いたいと思います。 

  以上３点、よろしくお願いします。 

○議長（山本明生） 

  答弁願います。 

  総務政策課企画員、中松君。 

○総務政策課企画員（中松秀夫） 

  １１番、木本議員さんのご質問のドローンの件についてお答えいたします。 

  ドローンについては、議員さんが言われるとおり、程度はいろいろさまざまでござい

ます。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●● 
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  以上でございます。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課長、菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  １１番、木本議員さんのご質問にお答えします。 

  私のほう、１７ページの林業総務の第１３節委託料、木質バイオマスエネルギー導入

計画策定委託料ということで、委託料の関係というので事業とはまたということで、内

容を確認したいということで、事業のほうを説明させていただきます。 

  今回、この委託につきましては、上富田町が県で属している紀南地域というのは、県

内の大半の山を所有しているよということになっています。現状、この山の価格、もう

木自体が低迷しておりまして、山の整備、山林の整備等ができていません。森林資源が

十分に活用できていないというのが実態で、整備できていないために荒廃した山林等が

ふえてきていると。また、このような中で今、上富田町に木質バイオマスの計画もでて

きています。 

  そんな状態で、町としましても、この町内周辺、森林の資源の状況を把握したいとい

うことで、今回、環境省から委託を受けているイオン環境財団というところがあります。

そこが、この前の９月の歳入のほうにも載せておりますように、雑入で二酸化炭素の排

出抑制対策事業というのがあります。その補助金１，３６０万を町が申請して、こうい

う事業をしたいということで申請をしましたところ、受けていただきました。それを今

回の９月のほうにも入として受けてございます。 

  じゃ、何をするんだよということになります。基本的には、主な事業として、今のこ

の上富田を中心とした山の賦存量、例えば町なり県なり森林組合等が持っている量の調

査をします、数字上、賦存という形で。それを調査するのと、もう一つ、その数字で出

てきたものの、実際、実現可能性調査というのを、行政のほうで持っているいろんな計

画、森林経営計画であったり占用計画であったり、各事業所から計画持っているやつを

出してもらっている、行政が持っている資料とか、森林組合とか林業関係者等にアンケ

ートをとって、施業に対してかかわれる森林組合の構成であったり事業内容、間伐とか

主伐とか、そういうものをどんな形で実施しているのか、植栽とか下草刈り、施業の方

法、そういう部分とか、搬出の状況、作業道、山の中に間伐、主伐した後、切り開いた

後、どんなものが残ってきているのかというものを確認させていただきます。 

  また、そのほかに、木材加工者とか流通業者というのがあります。ペレットの製造と

か、今現在よくやられている、木質バイオマス発電が出ていますけれども、チップとし

て現状流れている加工業者に今、どんな状況ですかというのを確認させていただいて、
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実際、今、どんな形でしているよ、その中で出てくる廃棄物とかを調査する形になりま

す。 

  町村としたら、そういう山にある未利用材をどの程度出してこられるのかという調査

で確認をしたいという部分なんですけれども、今回受ける補助の内容につきましては、

イオン環境財団というのは環境ということに特化しますので、ＣＯ２の削減がこのこと

によってどれだけ出てくるのか、影響があるのかということを調査してイオン財団に報

告するという形になります。 

  ちなみにですけれども、８万トンから９万トンの木材を利用した場合、計算式がある

んですけれども、これはＣＯ２の単位が難しいんですけれども、ｔ－ＣＯ２とかという

表現をされるみたいなんですけれども、５万トン前後の削減になるのと違うかなという

計算式になっています。だから、うちのところでどれだけの木質のバイオマスを出した

ときに、どれだけの抑制ができるよと。 

  それと、生物多様性の保存効果を生み出すことというのは、結局、山が荒廃してきて

人里に鳥獣害が出てきている。山を整備することによって、本来住む山が草とか生活で

きる環境になれば、人と動物の住む部分が区別できていけるんじゃないかなと、そうい

う多様性の調査をするという形になっています。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（山本明生） 

  木本君。 

○１１番（木本眞次） 

  例えば、上富田町でバイオマスをやりますよ、そのために国から環境整備に対しての

補助金いただきますよ、上富田町はもちろん近隣の県内の山々もいろいろと調査をして

いただけるという考え方でよろしいんですか。 

○議長（山本明生） 

  菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  すみません。基本的には、木質バイオマスがあるという前提ではなしに、まずは調査

をさせていただきたいと。今、業者さんのほうでも木質バイオマスがやれて、これだけ

の未利用材がありますよという形は、例えば県も森林組合も言われるんですけれども、

実際、上富田町にあっても森林整備計画という計画があって、数字上はどれだけのヒノ

キがあり、どれだけの山があって、材料としてはこれだけありますよとなるんですけれ

ども、数字上だけなんですよ。実際、作業道で切り出してこられて、それに使えるもの

というのはどれだけあるかというのは把握できていません。 
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  そういうための調査であって、例えばこれが今、実施ありきではないということで、

町としては、一旦それを把握したいということで手を挙げさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  木本君。 

○１１番（木本眞次） 

  考え方は、僕は木質バイオマスについては賛成のほうなんですけれども、そういうこ

とを上富田町が手を挙げたから、国はこういう補助金がありますよということで補助金

くれたのと違うの。そういうような捉え方したらあかんですか。 

○議長（山本明生） 

  菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  そうではないんです。本来、計画ありきで手を挙げて補助金をくれるんではなしに、

これは実際、自分のところで、これは木質バイオマスとして上富田町でだめになったと

しても、この計画というのは和歌山全体で使える部分なんですよ、国の環境省の中で。

例えば上富田があかんなったよと、今度新宮でやりますよといったときに、この調査の

部分というのは生きてくる形になっております。 

  以上です。 

（｢はい、了解」と木本議員呼ぶ） 

○議長（山本明生） 

  企画員、平尾君。 

○総務政策課企画員（平尾好孝） 

  １１番、木本議員のご質問にお答えいたします。 

  私のほうは１９ページの第１５節工事請負費の６２万の看板の設置についてなんです

が、道の駅くちくまのの中につけます。どういったものかというと「ようこそ上富田

へ」と、そういう表示をつけて、あとひょうたんせんぱい、上富田にゆるキャラができ

ましたんで、これを全面的に売り出したいと思いますんで、ひょうたんせんぱいの横へ

立って一緒に写真が撮れる、そういったイメージで今、つくらせていただきますんで、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

（｢はい、了解」と木本議員呼ぶ） 

○議長（山本明生） 

  よろしいですか。 
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  ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、奥田君。 

○８番（奥田 誠） 

  今、木本先輩との関連でドローンの関係で、私も去年からちょっとドローンに興味あ

りまして、政務活動費も使ってちょっとドローンの勉強もしてきております。 

  それで今、このドローンの購入、１機だけなんで、●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●購入に当たって、メーカーと機種名とか教えてもらいたいのと、そ

れとあと、県警の中でもやっていると思うんですけれども、ドローンを使ってプロポ、

画面で見てそれをドローンを飛ばして送信をして、逆に送信来た画面の映像がここのプ

ロポの中だけじゃなしに横にあるパソコンとデータ通信をしながら見られるというよう

な、４０万円やさかいそこまでいくんかなというような感覚はあるんですけれども、そ

ういう機能があるんかないんかというのをちょっと確認だけさせてください。 

○議長（山本明生） 

  答弁願います。 

  樫原君。 

○総務政策課企画員（樫原基史） 

  ８番、奥田議員さんのご質問にお答えいたします。 

  ドローンですけれども、会社名がＤＪＩ社、一番大手といいますか、一番多い会社で

ございます。先ほど言いました、コンピューターとつなげるか、パソコンとか。いける

とは承知しておりますけれども。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  奥田君。 

○８番（奥田 誠） 

  ＤＪＩのドローンは物すごく性能がいいんですけれども、４０万ということで、機種

の形は、県警とかが使っているのは、今、Ｐｈａｎｔｏｍ４とかそういう形あるんやけ

れども、インスパイダーとか、カメラの質によって金額も変わってくるし、その辺のち

ょっと、機種を。 

○議長（山本明生） 

  樫原君。 

○総務政策課企画員（樫原基史） 

  ８番、奥田議員のご質問にお答えいたします。 

  Ｐｈａｎｔｏｍ Ｐｒｏでございます。 
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（｢４ Ｐｒｏ」と奥田議員呼ぶ） 

○総務政策課企画員（樫原基史） 

  はい。Ｐｈａｎｔｏｍ４ Ｐｒｏでございます。 

  以上でございます。 

（｢はい、わかりました」と奥田議員呼ぶ） 

○議長（山本明生） 

  よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  大石君。 

○６番（大石哲雄） 

  ついでにお聞きしたいんですけれども、このドローンの、今これを購入しなければな

らないという必要性です。それでどこへどんなに使うのかということをちょっとお聞き

したいんですけれども。それから操縦は一体どうなるのか。操縦技術も要るんやろ。こ

れどうなるんか、その３点。 

○議長（山本明生） 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●極端な例を言いました

ら、ドローンについては、簡単に言ったら、消防署とか警察が持っているのは、孤立し

たところにロープを持っていくものもあるし、小さなものを持っていくものもある。私

どもは写真を撮るということを主にしてあるんです。私の気持ちとしては、例えば立平

で地すべりが起こったとしたら、定点観測、一定の高さもあって、そこから同じ点から

何回か撮れるようなことをできんかということを研究させたんです。この場合であった

ら、何百万も要るよ。それと風に流されるということがあるんで、一旦は練習する意味

で４０万円ぐらいのものをして、この発言させていただきたいというのは、なれてきた

ら、役場としてはもう少しお金をかけて、ロープを持っていくものとかそういう形のも

のが必要になってくると思うんです。ただ一遍にそういうことをしたときに、職員の技

術とかそういうことがちょっと追いついてないので、まずは４０万円程度のものを買っ

て、一般的な練習をして、もう少し次の段階で性能のいいドローンを買ってするように

したらいいかなと思ったんです。 

  そういうことで、この間、購入したところから研修に来ていただいて、例えばの話で

すけれども、産業建設課とか防災担当するとか水道課の職員にはその研修は受けさせて

おります。できたらお願いしたいのは、このドローンで研修を積んでもう少し性能のい
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いものを買うということで、事前にご了解いただきたいと思いますんで、よろしくお願

いします。 

○議長（山本明生） 

  よろしいですか。 

  ほかにありませんか。 

  榎本君。 

○１０番（榎本 敏） 

  ドローンではないんでございます。１７ページ、山の恵み活用事業費補助金で、新し

いあれで、すばらしいネーミングかと思うんやけれども、たしか２分で県費が２分の１

でうちが２分の１ということやけれども、この上限額と、それからこれは今回何に使う

かということはわかっておりますけれども、活用方法というのか、もっと、山の恵みや

から、山の恵み、もっとほかにあるけれども、その辺の幅というのはどの辺まであるん

ですか。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課、菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  １０番、榎本議員さんのご質問にお答えします。 

  この山の恵み活用事業費補助金につきましては、議員お住まいの汗川の奥に備長炭を

焼く窯があると思います。あれがもうかなり古くなってきておりますので、その山の窯

の修復という形になってございます。県の事業でこのネーミングを使った部分で補助事

業としてございます。 

  事業費としましては、全体で７２万要りますよということで聞いています。ただ…… 

（「全体で幾ら、７２万」の声あり） 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  はい。７２万で整備する、ただし補助対象としましては、いろんな部分もあるんです

けれども、６３万１，４００円と。そのうちの県費が３分の１で２１万、町費２１万、

残りについては個人負担。ここの事業主体につきましては、ＪＡ紀南の木炭部会という

ところが使っているということなので、こちらのほうから申請いただいて、これについ

て出しますよということになってございます。 

  ちなみにですけれども、大きさにつきましては、横が２．４メートル、奥行きが２．

８メートル、高さが２．５メートルという形になっています。１回の生産量、大体焼く

炭ですけれども、１回焼けるのが３８０キログラムという形で生産できると聞いてござ

います。 
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  以上です。 

○議長（山本明生） 

  よろしいですか。 

  榎本君。 

○１０番（榎本 敏） 

  製炭関係のあれでＪＡ紀南さんの組合のほうから県のほうに申請あってということは

大体うっすらと知っておるんやけれども、僕、山の恵みですから、決して炭だけではな

いと思うんやけれども。例えば、この補助金を使うてほかのことを何かやれるという幅

というのは、補助規定はないんですか。それを聞きたいんやけれども。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課長、菅谷君。 

○産業建設課長（菅谷雄二） 

  すみません。今、県の事業でどれだけのものが採用になるかという事業採用の幅とい

うのはちょっと手元に持ってございません。県のほうで山の恵みとして今回受けたよと。

それで所在地ということで町が受けてこの木炭の部分で活用するということで申請はし

ましたけれども、ちょっと今、手元に、幅としてどんなものが採用されるか、例えば山

の林産物であるイタドリであるとか、そういうようなものが対象になってくるかという

のはちょっと今、手元にございません。 

○議長（山本明生） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、谷端君。 

○２番（谷端 清） 

  １５ページの住宅耐震改修費補助金というんですか、交付金もいただくということで、

大体どれぐらいの対象者があるというんですか、住宅改修ができる目安というんですか、

どういうふうに考えているかちょっと教えていただければと。 

  そしてもし、例えばあんまり件数がなければ補助金も返さないけないんかなという、

その辺もちょっと教えていただければ。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課、川口君。 

○産業建設課企画員（川口孝志） 

  住宅耐震改修費補助金の内訳につきましては３件分で、１件１１６万１，０００円と

なってございます。この内訳としまして、国費が４１万１，０００円の１１．５％プラ
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ス１５万円で５６万１，０００円、県費が３０万円、町費が３０万円となってございま

す。補助金の工事費のマックスが３５７万４，０００円となってございます。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  谷端君、どうですか。 

  ２番、谷端君。 

○２番（谷端 清） 

  ３件で１１６万って、これ個人住宅じゃないんですか。ちょっと僕もわからないです

けれども、町営住宅とかそういうことですか、これ。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課、川口君。 

○産業建設課企画員（川口孝志） 

  この住宅につきましては、個人の住宅でございます。 

○議長（山本明生） 

  ２番、谷端君。 

○２番（谷端 清） 

  これはわかったんですけれども、ほかにも町のほうから町内会のほうへ耐震に回すと

いうふうなことも聞いているんですけれども、それで多くあればまたお金もかかってく

るということでよろしいんでしょうか。 

○議長（山本明生） 

  産業建設課企画員、川口君。 

○産業建設課企画員（川口孝志） 

  ２番、谷端議員さんにお答えします。 

  本年度から、朝来の平和町内会、愛和町内会等、朝来駅前周りの耐震診断の戸別訪問

を行う予定となっております。それで今回、耐震診断の委託料としまして３０件を予定

して上乗せしてございます。 

○議長（山本明生） 

  ２番、谷端君。 

（「もう４回です」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  ３回やね、ごめん、３回。 

  ほかにありませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（山本明生） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第５９号、平成２９年度上富田町一般会計補正予算（第２号）の件を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第４ 議案第６０号 

○議長（山本明生） 

  日程第４ 議案第６０号、平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１

号）の件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６０号、平成２９年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第１号）

の件を採決します。 
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  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第５ 議案第６１号 

○議長（山本明生） 

  日程第５ 議案第６１号、平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第１号）の

件について質疑を行います。 

  一括でお願いします。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６１号、平成２９年度上富田町水道事業会計補正予算（第１号）の件

を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第６ 議案第６２号 

○議長（山本明生） 

  日程第６ 議案第６２号、工事請負契約の締結について（平成２９年度 第２－１号 

公共下水道事業 生馬下水道管（８工区）布設工事（補助））について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 



－ 106 － 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６２号、工事請負契約の締結について（平成２９年度 第２－１号 

公共下水道事業 生馬下水道管（８工区）布設工事（補助））の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第７ 議案第６３号 

○議長（山本明生） 

  日程第７ 議案第６３号、物品購入契約の締結について（平成２９年度 学校給食施

設整備事業 上富田町学校給食センター備品（食器類））の件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 
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  これより議案第６３号、物品購入契約の締結について（平成２９年度 学校給食施設

整備事業 上富田町学校給食センター備品（食器類））の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第８ 議案第６４号 

○議長（山本明生） 

  日程第８ 議案第６４号、物品購入契約の締結について（平成２９年度 学校給食施

設整備事業 上富田町学校給食センター備品（食缶類））の件についての質疑を行いま

す。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６４号、物品購入契約の締結について（平成２９年度 学校給食施設

整備事業 上富田町学校給食センター備品（食缶類））の件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第９ 議案第６５号 
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○議長（山本明生） 

  日程第９ 議案第６５号、土地取得についての件について質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了します。 

  これより議案第６５号、土地取得についての件を採決します。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  午前１０時２０分まで休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時０８分 

───────────── 

再開 午前１０時２０分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１０ 発議第１号 

○議長（山本明生） 

  日程第１０ 発議第１号、上富田町議会会議規則の一部を改正する規則（案）の件を

議題とします。 

  事務局より朗読させます。 
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  事務局長。 

○事務局長（森岡真輝） 

  朗読いたします。 

  発議第１号。 

  上富田町議会会議規則の一部を改正する規則。 

  上富田町議会会議規則の一部を別紙のように改正する。 

  平成２９年９月２０日。 

  提出者、上富田町議会議員吉田盛彦。 

  賛成者、上富田町議会議員谷端清。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  提案理由の説明を求めます。 

  １２番、吉田盛彦君。 

○１２番（吉田盛彦） 

  おはようございます。 

  上富田町議会会議規則の一部を改正する規則（案）であります。 

  上富田町議会会議規則の一部を改正する。 

  上富田町議会会議規則（昭和６２年議会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

  この規則は、議会や委員会、休日や夜間に会議を開会するために改正するものです。 

  第９条を次のように改めます。 

  会議時間であります。 

  第９条第１項中「１７時」を「２２時」に改めます。 

  附則で、この規則は、平成３０年４月１日から施行するとしております。 

  次のページを、参考資料として新旧対照表を添付しておりますので、お目通しのほど

よろしくお願い申し上げます。 

  提案理由の説明をします。 

  それでは、上富田町議会会議規則の一部を改正する規則の提案に当たり、説明をしま

す。 

  本提案は、上富田町議会を休日及び夜間に開催することにより、議会改革、議会活性

化を通してよりよいまちづくりを目指して、住民福祉のより一層の向上につなげようと

するものであります。 

  また、平成２８年１２月の議会で、地方議会議員の厚生年金制度の加入を求める意見

書、これは可決されたのでありますけれども、この中にありますように、地方分権時代
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を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求められ

る中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段重くなってきてい

ます。 

  しかしながら、平成２７年に実施された統一地方選挙において、町村では議員の立候

補者が減少し無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不

足が大きな問題となっております。また、高知県大川村では、町村総会のことも話題に

なっているところでございます。 

  こうした中、地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方の見直しに係る具体

的な方策として、住民を代表する議会の議員に幅広い人材を確保できるように、女性や

勤労者―サラリーマンでありますけれども―議員として活動できる上での便宜に資

するよう、休日・夜間等に議会を開催するなどの運用の工夫をするべきと考えておりま

す。 

  以上のことから、女性や勤労者、サラリーマンが議員に立候補でき、また議員として

活動できるような環境の整備を我が上富田町が率先的に図るために、休日・夜間議会を

上富田町議会、ほかに先駆けまして導入するべきと考えております。 

  以上のことから、上富田町議会会議規則の一部を改正する規則（案）を提出するもの

であります。 

  補足説明をします。一般の町民を対象に会議を開くときは、町政報告なんかもそうで

すが、日中には開きません。それは住民の方が昼間仕事を持っている関係であります。

全国県下町村議会議員は、５０歳以上が圧倒的に多い現状です。それは歳費だけは生活

ができないため、多数を占める一般のサラリーマン、会社員とか女性の方が議員になれ

ない象徴であります。勢い、自営業や農業、定年退職された方、職を持たない方と限ら

れております。上富田町の議会も、人口増と言われながらでも、平均年齢が６３歳と

年々高くなっておりますし、前々回の選挙は無投票でありましたし、一人、二人の定員

オーバーに終わっているのが現状で、全国的には議員のなり手不足は深刻になってござ

います。 

  また、このことによって、議会運営の見直しも考えなければならないと思っておりま

す。例えば、地方自治法第１２１条の議会に出席を求める長及び委員等は、原則として

特別職及び時間外手当の対象でない管理者とする。職員が待機したときは代休または時

差勤務にして職員の人件費を最小限に努める。また、聞きたいことは事前に職員から説

明を受ける。そのためには、原則として本会議を夜間に行い、委員会審議は休日に開催

するよう議会運営を工夫する必要があるとございます。 

  皆さんのご理解とご議論をお願いして、補足説明にかえさせていただきます。よろし
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くお願いします。 

○議長（山本明生） 

  本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ８番、奥田君。 

○８番（奥田 誠） 

  今、提案者のほうからの説明がありましたけれども、１点ちょっと確認をしたいんで

すが、今の説明の中では一般的な自治体、議会のほうの考えであれば、休日・夜間議会

を開催するに当たっては、まず傍聴人の方を多く呼びたいなというようなことで今まで

の開催された議会もありますが、その中で、今、提案者が言われる中では、勤労者、女

性、サラリーマン等の方が働きながら議員を務める中でこの夜間議会を進めるというふ

うに私は聞いたんですけれども、その辺、傍聴人のほうを優先にするのか、議会議員が

昼間仕事をしながら夜の議会をするというふうにする、どちらに重きがあるのかだけ、

ちょっと確認をさせてください。 

○議長（山本明生） 

  答弁願います。 

  １２番、吉田君。 

○１２番（吉田盛彦） 

  全国で今、夜間議会を開催されているところは１６ぐらいあります。そしてまた、夜

の委員会を開催しているところは３２市町村あります。しかし、それらは全て、これは

永田町から発したんですけれども、それは傍聴人に議会、町民・市民の皆さんが議会に

関心を持つようにというようなことでスタートされたと思います。 

  私の今言っている、提案しているのは、それではなくて、結果として傍聴人も多く呼

べることも期待しておりますけれども、本来は多く広く人材を確保するために、サラリ

ーマンとか女性の方とか、多くの出席していただいたら、両方の効果があると考えてお

ります。 

○議長（山本明生） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  １０番、榎本君。 

○１０番（榎本 敏） 

  少し教えてほしいんですけれども、この発議第１号、これであれしますと、第９条を

次のように改めるということは、第１項中「１７時」を「２２時」に改めると。これが

仮に通りますと、すぐ夜間とか休みの日に委員会を開けるということになるんですか。

その辺をひとつ。 
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○議長（山本明生） 

  答弁願います。 

  １２番、吉田君。 

○１２番（吉田盛彦） 

  これが可決されれば３０年４月１日に始めるということになっておりますので、当然

可決されれば、これはそのまま４月１日から施行するということになると思います。 

○議長（山本明生） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「２回いってもええんか」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  はい。 

  榎本君。 

○１０番（榎本 敏） 

  今、説明をお聞きしまして、前段から始まりまして、大変いいお話であろうというよ

うに思うわけでございますけれども、全国に先駆けて云々で上富田町からというお話で

ございますけれども、今、働き手改革とかいうことで、もうカレンダーを見ましても３

連休が軒並みあるということで、本当に振りかえ休日で休みにしようかということで、

休みとかいうことの日程が非常につきにくいようなカレンダーになっておるんじゃなか

ろうかと思いますけれども、その辺はどうですか。 

○議長（山本明生） 

  １２番、吉田君。 

○１２番（吉田盛彦） 

  今の質問でありますけれども、もう一つちょっと聞き取れなかったのでわかりにくい

ところがあるんですけれども、連休が続いたときに、皆さんが、サラリーマンの人は休

みが多くなるから、働くのが……よくわからなかったんやけれども、議長、整理してく

れるかな。 

  休みが多ければ多いほど、まだ議会へ出席しやすいような、余裕を持って出席できる

ような形になるのではないかなと思っておりますけれども、まずい答弁だったらごめん

なさいと言いますけれども、もう一回言ってください。 

（「言わんでいい」の声あり） 

（「行かなくていい。わかりましたって」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  １０番、榎本君。 
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○１０番（榎本 敏） 

  わかりましたと言えということやけれども、例えば月曜から金曜まで一生懸命働いて、

土日月の３連休の中日に議会をやるよ、委員会をやるよということが、果たして国が進

めておる働き手改革、またいろんなことに対して反比例するんじゃないかと、そのよう

なことでございますけれども。 

○議長（山本明生） 

  １２番、吉田君。 

○１２番（吉田盛彦） 

  いろいろな方面を考慮してからこういった考えに至っておりますので、ご理解をいた

だきたい。 

（「はい、よくわかりました」の声あり） 

（「議長、ちょっと暫時休憩してくれへんか」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  暫時休憩します。 

───────────── 

休憩 午前１０時３２分 

───────────── 

再開 午前１０時３４分 

───────────── 

○議長（山本明生） 

  再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論ありませんか。 

  ７番、畑山君。自席で結構です。 

○７番（畑山 豊） 

  ちょっとごめん、座らせてもうていいですか。 

○議長（山本明生） 

  はい、どうぞ。 

○７番（畑山 豊） 
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  私は、この発議第１号の議会規則の一部を改正する案に反対をします。 

  その内訳としては、今、議運の委員長が暫時休憩の中で言うておられましたように、

議運の委員会の中でいろいろと話し合いをしております。確かにこの内容そのものは悪

い、よいはまた議員いろいろと考えた中で素案に対する答えが出ようかと思いますが、

今、何ですぐこういう案を提案してそれを通すという話を提案者といろいろとする中で、

今の町議会の任期が来年４月で、それに間に合わすためにするというような、そういう

話し合いをしておりました。 

  提案者は、この議会の中で一番古参議員で、私たちはこの提案者を本当に見本のよう

な形でして、今までいろんなことを教えていただいたこともあります。そんな中で、や

っぱり議運の委員だけがこういう内容をわかっても、ほかの議員さんが一つも浸透して

いないところもあろうかと思うんで、もっと議論、検討してからでいいんじゃないかと

いう話をしたんですが、どうしても今でなかったらあかんというようなことであります。 

  このような改革をもししたとして、可決されたとしても、かなりの混乱が起ころうか

と思います。話を聞いておったら、働く人、働きながら夜間議会を、それは確かに見ば

えはいいような感じはしますけれども、夜間するとなれば、私個人的な話になりますが、

ちょうど２年前に首の頸椎を損傷するようなけがをして手術をしてもらった結果、成功

して一応体は動けるようになっておりますが、大変いろんな麻痺が残っております。そ

こへ来て、今、食道がんという大変な病気をもらって、その治療をするのに毎月抗がん

剤治療をしております。もうちょうど１３カ月になるんですが、そういう重なったけが

や病気によって大変体に麻痺ができております。ただいま障害者手帳を、３級の障害者

としての手帳をいただいておるところであります。私が考えるのに、そういう体の間に

合わんような議員はもうやめてもいいんと違うかと言われているようなところも感じる

ところであります。 

  そういうことで、この提案を、規則の一部を改正する案に私は反対をします。 

  一応、これで反対討論を終わります。 

○議長（山本明生） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

  ２番、谷端君。 

○２番（谷端 清） 

  発議第１号、上富田町議会会議規則の一部を改正する議案に賛成討論を申し上げます。 

  私は、サラリーマンをさせていただきまして、会社の理解もあり、議員活動もできて

おります。議会開催日などは仕事の非常に忙しいときもあり、議会が終わってから夜間

の仕事をしているような状況でもあります。 
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  そしてまた、提案者と同じようにかぶるかわかりませんけれども、やっぱり地方議員

のなり手不足というようなこともあり、そしてまた立候補をためらう業務の壁とかいう

ような、いろいろな新聞紙上でも載っているわけです。 

  また、進む高齢化で担い手不足というような諸問題もいろいろあろうかと思います。 

  このようなことから、私は、住民を代表する議会の議員に幅広い人材を確保できるよ

うに、また女性、サラリーマン、議員としての活動できる上での便宜を図るように、議

会を休日、夜間などに開催するなどの運営上の工夫をするべきでないかなと考えており

ます。この制度ができましたら、休日・夜間議会を実施することで、議員の幅広い層か

らの人材も確保できるんじゃないかなと。そしてまた、多くの町民の議会の傍聴を広げ

ることもできるんじゃないかなというふうに考えております。 

  最後に、上富田町議会が制定した休日・夜間議会をすることで、今後の議会の方向性

をつくる指針にもなるだろうと考えております。 

  以上のことから、発議第１号に私は賛成します。 

○議長（山本明生） 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １番、松井君。 

○１番（松井孝恵） 

  私、松井は、この上富田町議会規則の一部を次のように改正するこの規則（案）に反

対をいたします。 

  今、私も議員を初めてさせていただいて、いろんな条件下の中で厳しいなという思い

で続けさせていただいているんですけれども、以前、全員協議会の中でもありましたけ

れども、議員たる者はやっぱり覚悟して出てこいというのが、やっぱりそうなんだと思

います。というのは、やっぱり税金で飯も食いますし、活動もさせていただいている中

で、大変今、なりて不足とか、当然そういうことは全国でもあるんですけれども、やは

り我々上富田町議会は、出てくるんであれば覚悟を決めて、そして少なくともこのいた

だいている報酬で十分生活もできるというのを、私は自分で実証しているつもりであり

ますし、別に夜開かなくてもいいと思うんです。 

  この規則の中にも、議長や委員長の権限で開催時間を延長したり、そういうこともで

きますから、まずそういうことを―まだしていないようですから―試してみても、

私、いいと思うんです。毎回繰り返しますけれども、議員たる者、やはり覚悟して、落

ちるのも自分の覚悟ですし、当選しても自分の覚悟です。そういうことで、住民に訴え

ていく。その中でやはりここに来ていただくというのも一つ大事ですけれども、我々議

員が地域に出て、自分自身で足を使って説明をしていくということが大事だと思います
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んで、まずはいろんな、できる範囲の規則の中で試してみてやっていくのが妥当だと思

いますので、今回、これには反対をいたします。 

○議長（山本明生） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  賛成討論なしと認めます。 

  次に、本案に対する反対討論の発言を許します。 

  １１番、木本君。 

○１１番（木本眞次） 

  発議第１号、上富田町議会会議規則の一部を改正する規則に反対をいたします。 

  先ほど、畑山議員から、また松井議員からいろいろとご説明がありましたけれども、

議運の中でもいろいろとディスカッションをしております。そういう中で、総務委員会

でもかなりディスカッションされたと思いますけれども、これはやはり継続審査でして

いったほうが、僕はスムーズにいくんじゃないかと思いますので、継続審査をお願いし

て、この発議第１号に対しては反対をいたします。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  賛成討論なしと認めます。 

  反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  これをもって討論を終了します。 

  これより、発議第１号、上富田町議会会議規則の一部を改正する規則（案）の件を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山本明生） 

  起立少数であります。 

  よって、本案は否決されました。 
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───────────────────────────────────────── 

△日程第１１ 意見書第２号 

○議長（山本明生） 

  日程第１１ 意見書第２号、「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案）の件を

議題とします。 

  事務局より朗読させます。 

  事務局長。 

○事務局長（森岡真輝） 

  朗読いたします。 

  意見書第２号。 

  平成２９年９月２０日。 

  上富田町議会議長山本明生殿。 

  提出者、総務教育常任委員会委員長吉田盛彦。 

  「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案）。 

  上記の意見書（案）を別紙のとおり、地方自治法第１０９条第６項及び会議規則第１

４条第３項の規定により提出します。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  提案理由の説明を求めます。 

  １２番、吉田盛彦君。 

○１２番（吉田盛彦） 

  「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案）について、まず朗読をいたします。 

  我が国の地球温暖化対策については、２０２０年度及び２０２０年以降の温室効果ガ

ス削減目標が国際的に約束されているが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対

策の推進が不可欠となっている。 

  しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や

林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にあるほか、

市町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組むための恒久

的・安定的な財源が大幅に不足している。 

  このような中、政府・与党は『平成２９年度税制改正大綱』において、「市町村が主

体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組み

の活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境

税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等に
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ついて総合的に検討し、平成３０年度税制改正において結論を得る」との方針を示した

ところである。 

  もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定して雇用の場の確保

などの取組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるも

のであり、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題である。 

  よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。 

記 

  平成２９年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に

必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて

国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設」に関し、「平

成３０年度税制改正において結論を得る」と明記されたことから、森林・林業・山村対

策の抜本的強化をはかるための「全国森林環境税」の早期導入を強く求める。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  提出先としましては、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣、

経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長ということであります。 

  それでは、意見書の案について説明をします。 

  この意見書は、国等に対して、森林の持つ公共的機能に対する新税として、全国森林

環境税の創設を求めるものです。この全国森林環境税創設の趣旨につきましては、森林

の有する公益的機能に着目し、水（上水道）、だから工業用水、水力ありますが、二酸

化炭素排出源等を課題客体として国民の間接税でありますけれども、による新たな税源

を創設し、森林、山村地域の維持・発展を担う市町村財政に寄与するための制度の実現

を図ることを目的としております。 

  今回の意見書の取り組みにつきましては、当議会も加盟している全国森林環境税創設

促進議員連盟の加盟市町村が一斉に提出を予定しているものであります。 

  参考に、これまでの活動経過につきましては、平成６年１０月７日、当初全国１２４

市町村議会で森林交付税創設促進全国議員連盟を結成され、その後、既に平成４年に結

成されていた市町村の森林交付税創設促進連盟と歩調を合わせて取り組んでおります。

議員連盟では、平成８年１１月より、政府各政党、関係する国会議員に対して要望活動

を行い、また、毎年度において開催する総会を通じてお互いの意見交換の場を持ちなが

ら、森林の持つ公共的な機能と役割を広く国民に訴え、森林環境税の創設の早期実現と

関係市町村の振興を目指しているところであり、この議員連盟は全国森林環境税創設促

進議員連盟と名称を変更し、平成１５年度において全国５９３団体が加盟していました

が、市町村合併により、現在、３５３団体となっております。和歌山県では、１９市町
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村が加盟しております。この付近では、田辺市、白浜、すさみ、上富田が加盟。 

  この意見書は、可決をいただいた後は政府、国会に提出する予定をしております。ど

うぞご賛同のほどをよろしくお願い申し上げて、提案理由の説明にかえます。 

○議長（山本明生） 

  本案について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終了します。 

  これより討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  ５番、九鬼君。 

○５番（九鬼裕見子） 

  私は、この「全国森林環境税」の創設に関する意見書に対する反対討論をします。 

  地球温暖化等の影響で、大災害が次々起きています。多発する災害への対応とあわせ

て、森林・林業の再生は重要な課題です。しかし、森林・林業にかかわる国の予算は４，

０００億円以下です。国の一般会計予算１００兆円の１％、１兆円を充てるだけでも大

きな支援になります。税制改正大綱は必要な財源を森林吸収源対策として国民に等しく

負担を求め、市町村による森林整備等の財源に充てるとしています。 

  和歌山県では、紀の国森づくり税が導入され、均等割の超過課税が行われています。

さらに国による森林環境税が導入されると、住民にとっては二重課税になります。既に

導入されている地球温暖化対策税を拡充し、大企業の制動責任、排出責任を問うルール

を確立し、使途に森林吸収源対策を位置づけて必要な財源を充てるべきです。住民に負

担ばかりを求めるのではなく、国による対策が必要です。 

  そういったことから、この意見書には私は反対します。 

○議長（山本明生） 

  次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

  １１番、木本君。 

○１１番（木本眞次） 

  「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案）に賛成します。 

  我が県は紀伊国ということで、昔から木の国と言われております。そういう中で、や

はりこういうことが創設されるということは、我が県にとっても我が町にとっても大変

有意義なことだと思います。そしてまた、バイオマスの件でも、先ほど課長から説明あ
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りましたけれども、やはり国としてもそういうことを補助していただくということに対

して、大変、和歌山県にとってはいいことだと思いますし、この上富田町におかれまし

ても大変いい話だなと思いますので、私はこの意見書に対しまして賛成をいたします。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  次に、反対討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  これをもって討論を終了します。 

  これより、意見書第２号、「全国森林環境税」の創設に関する意見書（案）の件を採

決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（山本明生） 

  起立多数であります。 

  よって、本案は可決されました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１２ 議員派遣の件について 

○議長（山本明生） 

  日程第１２ 議員派遣の件についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  議員派遣の件については、会議規則第１２１条の規定により、別紙配付のとおり議員

を派遣したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本件については派遣することに決しました。 

───────────────────────────────────────── 

△日程第１３ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出について 
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○議長（山本明生） 

  日程第１３ 委員会の閉会中の継続審査並びに所管事務調査の申し出についての件を

議題とします。 

  申出書を事務局長に朗読させます。 

○事務局長（森岡真輝） 

  朗読いたします。 

  各常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定

により、閉会中の継続調査を要する調査事項についての申し出があります。 

  内容につきましては、お手元に配付したとおりであります。 

  総務教育常任委員会吉田盛彦委員長より２７項目、産業民生常任委員会畑山豊委員長

より２５項目、学校給食対策特別委員会沖田公子委員長より１項目、議会広報特別委員

会樫木正行委員長より１項目、議会運営委員会木本眞次委員長より３項目、以上となっ

ております。 

  また、２としまして、目的については、所管事務調査。 

  ３．方法及び期間は、委員会審査、期間は次期定例会までです。 

  なお、会議規則第６５条の規定による委員会招集通知書及び第７４条の規定による派

遣承認要求書は、後日提出いたします。 

  以上です。 

○議長（山本明生） 

  ただいま朗読いたしましたとおり、各委員会から閉会中の継続審査並びに所管事務調

査の申し出がありました。 

  各委員長からの申し出のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、総務教育常任委員会、産業民生常任委員会、学校給食対策特別委員会、議会

広報特別委員会、議会運営委員会の各委員長からの申し出のとおり、会議規則第７５条

の規定により、閉会中の継続審査並びに所管事務調査を行うことに決しました。 

  以上をもって本定例会の会議に付議された事件の議事は全て終了しました。 

  町長より発言を求められておりますので、これを許可します。 

  町長、小出君。 

○町長（小出隆道） 

  平成２９年第３回町議会定例会を閉会するに当たり、お礼のご挨拶を申し上げます。 
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  第３回定例会には、平成２８年度の一般会計、特別会計の決算認定をお願いしていま

す。決算審査特別委員会を設置して審査いただくことになりました。松井委員長を初め

委員の皆さんには、お忙しいと存じますが、審議していただき、認定していただけるよ

うにお願いします。 

  また、本年度より、着手とか起業しますくちくまのコミュニティバス運行事業、岩田

公民館建設事業、上富田文化会館空調設備改修事業、上富田スポーツセンター駐車場用

地購入事業につきましては、債務負担行為を認めていただき、まことにありがとうござ

います。早期に関係者と協議して、前向きに取り組みます。 

  次に、地方創生の中で、人口問題が大きな課題で、その人口減少対策の一環として、

地方の振興、所得の向上がうたわれています。上富田町は、最近、これ８月末になりま

すけれども、住民基本台帳の人口が１万５，５８１人となり、過去最高の人口となりま

した。しかし、その人口も２０６０年には１万人に減少すると推計されております。そ

のため、諸政策を講じて１万２，５００人を確保する対策を講じているところでござい

ます。その対策の一つとして、定例会閉会後、議長さんにお願いしまして、全員協議会

を開会し、企業立地について説明をさせていただきたいと思っています。 

  私は、教育とか福祉とか生活環境整備、産業振興が全般的に充実することが必要であ

ると認識しております。 

  一方、産業振興により、町の税収がふえて町政の財政に余裕ができた分、その分教育

とか福祉予算に回し充実することができます。このことは家庭でも一緒です。所得が向

上すれば子供の教育とか福祉関係に配慮することができます。そういう意味で、全てが

循環していると考えています。 

  上富田町は、他の都道府県の自治体と比較して、助成等がおくれていることについて

もご理解をいただきたい。 

  いずれにしましても、上富田町、町そのものと住民の方々が自立するという考えを持

っていただけるようお願いしたいと思います。その意味で、町民の皆さんが一丸となっ

て今後とも上富田町の振興に努めていただけるようにお願いします。 

  なお、昨日の一般質問で、私は退任することを表明しました。次の１２月の定例会が

最後の議会となります。そのときに、町長在職中に町民の皆さんにご協力いただいたこ

とのお礼のご挨拶をさせていただける機会を設けていただけるようお願いし、本定例会

のお礼のご挨拶とさせていただきます。本定例会、どうもありがとうございました。 

───────────────────────────────────────── 

△閉  会 

○議長（山本明生） 



－ 123 － 

  お諮りします。 

  本定例会は、会議規則第７条の規定により、本日をもちまして閉会したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山本明生） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決しました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  これにて平成２９年第３回上富田町議会定例会を閉会します。 

  どうもありがとうございました。 

 

閉会 午前１１時０３分 
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